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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低価格で迅速に展開されることができるバッテ
リ交換設備の提供に寄与する解決策を提供する。
【解決手段】電源装置を管理するシステム１００は、電
子装置１と、サーバ２と、第１の電源装置３Ａ及び第２
の電源装置３Ｂを含む複数の電源装置と、を有する。電
子装置１は、第１の電源装置３Ａがその記憶装置からデ
ータの一部を削除することを可能にし、そして第２の電
源装置３Ｂが電源装置３Ａに関するデータの一部を記憶
することを可能にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電源装置とサーバ（２）とに通信している電子装置（１）によって実施される電
源装置を管理する方法であって、各前記電源装置は固有のバッテリ識別子を有し、前記サ
ーバ（２）は複数のバッテリ情報を記憶し、各前記バッテリ情報はそれぞれ異なる１つの
前記電源装置に対応して且つ対応する前記電源装置の前記バッテリ識別子を少なくとも有
し、
　第１の前記電源装置（３Ａ）から前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別
子を取得するステップと、
　前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子に対応する、前記サーバ（２）
に記憶されている複数の前記バッテリ情報のうちの１つに対する要求を前記サーバ（２）
に送信するステップと、
　前記サーバ（２）から前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子に対応す
る前記バッテリ情報を受信するステップと、
　前記第１の前記電源装置（３Ａ）に記憶されているデータの一部を削除するための第１
の関連付け解除指示を前記第１の前記電源装置（３Ａ）に送信するステップと、
　前記サーバ（２）から受信した前記バッテリ情報の一部を、第２の前記電源装置（３Ｂ
）に記憶するために、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信するステップと、を含む、
　ことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記バッテリ情報を受信するステップの後に、前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記
バッテリ識別子に対応する前記バッテリ情報を前記サーバ（２）から削除するために、前
記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子を有している第２の関連付け解除指
示を前記サーバ（２）に送信するステップをさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記バッテリ情報の一部を送信するステップの前に、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）
が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記バッテリ情報に対応するか否かを判
定するステップをさらに含み、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれの前記バ
ッテリ情報にも対応しないと判定される場合に、前記バッテリ情報の一部を送信するステ
ップを実施する、
　請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記
バッテリ情報に対応するか否かを判定するステップは、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）から前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ
識別子を取得するサブステップと、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記
バッテリ情報に対応するか否かを問い合わせるために、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）
の前記バッテリ識別子を有する問合せ要求を前記サーバ（２）に送信するサブステップと
、
　前記サーバ（２）から、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶さ
れているいずれかの前記バッテリ情報に対応するか否かを示す問合せ応答を受信するサブ
ステップと、
　前記サーバ（２）から受信した前記問合せ応答に基づいて、前記第２の前記電源装置（
３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記バッテリ情報に対応するか否
かを判定するサブステップと、を含む、
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記バッテリ情報の一部を送信するステップの前に、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）
から前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ識別子を取得するステップをさらに
含み、
　前記バッテリ情報の一部を送信するステップは、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前
記バッテリ識別子と、前記サーバ（２）から受信した前記バッテリ情報の一部と、を前記
第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信し、前記バッテリ情報の一部は、前記第２の前記電源
装置（３Ｂ）を使用することが新たに許可されるキャリア装置に対応するキャリア識別子
を有する一方で前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子は有しない、
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ識別子と前記バッテリ情報の一部とを
新たなバッテリ情報として記憶されるよう前記サーバ（２）に送信する、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバ（２）に記憶されている各前記バッテリ情報は、対応する前記電源装置の使
用者に対応するユーザ識別子をさらに有し、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信される前記バッテリ情報の一部は、前記ユーザ
識別子を有する、
　請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
 サーバ（２）と通信して複数の電源装置を管理するための電子装置（１）であって、各
前記電源装置は固有のバッテリ識別子を有し、前記サーバ（２）は複数のバッテリ情報を
記憶し、各前記バッテリ情報はそれぞれ異なる１つの前記電源装置に対応して且つ対応す
る前記電源装置の前記バッテリ識別子を少なくとも有し、
　前記サーバ（２）と前記電源装置とに通信するための通信モジュール（１１）であって
、　通信ネットワーク（２００）を接続して前記サーバ（２）と通信するように構成され
ている通信モジュール（１１）と、
　前記通信モジュール（１１）と電気的に接続される処理モジュール（１２）であって、
　　前記通信モジュール（１１）によって第１の前記電源装置（３Ａ）から前記第１の前
記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子を取得し、
　　前記通信モジュール（１１）によって前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテ
リ識別子に対応する、前記サーバ（２）に記憶されている前記複数のバッテリ情報の１つ
に対する要求を前記サーバ（２）に送信し、
　　前記通信モジュール（１１）によって前記サーバ（２）から前記第１の前記電源装置
（３Ａ）の前記バッテリ識別子に対応する前記バッテリ情報を受信し、
　　前記第１の前記電源装置（３Ａ）に記憶されているデータの一部を削除するために、
前記通信モジュール（１１）によって第１の関連付け解除指示を前記第１の前記電源装置
（３Ａ）に送信し、
　　前記サーバ（２）から受信した前記バッテリ情報の一部を、第２の前記電源装置（３
Ｂ）に記憶するために、前記通信モジュール（１１）によって前記第２の前記電源装置（
３Ｂ）に送信するように構成されている処理モジュール（１２）と、を備えている、
　ことを特徴とする、電子装置（１）。
【請求項９】
　前記処理モジュール（１２）は、
　前記第１の前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子に対応する前記バッテリ情報を
前記サーバ（２）から削除するために、前記通信モジュール（１１）によって前記第１の
前記電源装置（３Ａ）の前記バッテリ識別子を有している第２の関連付け解除指示を前記
サーバ（２）に送信するようにさらに構成されている、
　請求項８に記載の電子装置（１）。
【請求項１０】
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　前記処理モジュール（１２）は、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記
バッテリ情報に対応するか否かを判定し、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれの前記バ
ッテリ情報にも対応しないと判定される場合にのみ、前記通信モジュール（１１）によっ
て前記バッテリ情報の一部を前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信するようにさらに構
成されている、
　請求項８又は請求項９に記載の電子装置（１）。
【請求項１１】
　前記処理モジュール（１２）は、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）から前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ
識別子を取得し、
　前記第２の電源装置（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記バッ
テリ情報に対応するか否かを問い合わせるために、前記通信モジュール（１１）によって
前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に対応する前記バッテリ識別子を有する問合せ要求を前
記サーバ（２）に送信し、
　前記通信モジュール（１１）によって、前記サーバ（２）から前記第２の前記電源装置
（３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記バッテリ情報に対応するか
否かを示す問合せ応答を受信し、
　前記サーバ（２）から受信した前記問合せ応答に基づいて、前記第２の前記電源装置（
３Ｂ）が前記サーバ（２）に記憶されているいずれかの前記バッテリ情報に対応するか否
かを判定するようにさらに構成されている、
　請求項１０に記載の電子装置（１）。
【請求項１２】
　前記処理モジュール（１２）は、
　前記通信モジュール（１１）によって、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）から前記第２
の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ識別子を取得し、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に記憶されるために、前記通信モジュール（１１）に
よって、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ識別子と前記サーバ（２）から
受信した前記バッテリ情報の一部とを前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信し、前記バ
ッテリ情報の一部は、前記第２の前記電源装置（３Ｂ）を使用することが新たに許可され
るキャリア装置に対応するキャリア識別子を有する一方で前記第１の前記電源装置（３Ａ
）の前記バッテリ識別子は有しないようにさらに構成されている、
　請求項８～請求項１１のいずれか一項に記載の電子装置（１）。
【請求項１３】
　前記処理モジュール（１２）は、前記通信モジュール（１１）によって、前記第２の前
記電源装置（３Ｂ）の前記バッテリ識別子と前記バッテリ情報の一部とを新たなバッテリ
情報として記憶されるよう前記サーバ（２）に送信するように構成されている、
　請求項１２に記載の電子装置（１）。
【請求項１４】
　前記サーバ（２）に記憶されている各前記バッテリ情報は、対応する前記電源装置の使
用者に対応するユーザ識別子をさらに有し、
　前記第２の前記電源装置（３Ｂ）に送信される前記バッテリ情報の一部は、前記ユーザ
識別子を有する、
　請求項８～請求項１３のいずれか一項に記載の電子装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置の管理に関し、特に電源装置間の情報転送に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　人々の環境意識の高まりに伴い、電気自動車（electric vehicles、略称：ＥＶｓ）が
開発されると共に世間の注目を集めている。
【０００３】
　従来の電気自動車は、充電式バッテリを使用している。充電式バッテリが消耗したり損
傷したりすると、固定式の充電ステーションで交換する必要がある。例えば、台湾特許出
願公開第２０１６３３２４２号は、充電ステーションにある複数のバッテリの中から充電
されたバッテリを選定するために、充電ステーションにある特定のバッテリの選定装置に
よって実行されるバッテリの選定方法を開示している。充電ステーションを設置するため
には時間と費用との両方においてかなりのコストがかかるため、利用可能な充電ステーシ
ョンの数は、多くの場合に流通している電気自動車の数に比例しない。この状態では、多
くの電気自動車のユーザにとって、充電ステーションにたどり着くのに多くの時間がかか
ると共に、ユーザがバッテリを交換するために並んで待つ必要があることがある。そのよ
うな不便は、電気自動車を購入しようとする人々の意欲を削ぐ恐れがあり、電気自動車産
業にとって好ましくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、低価格で迅速に展開されることができるバッテリ交換設
備の提供に寄与する解決策を提供することにある。
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、従来技術の少なくとも１つの欠点を軽減することができ
る電源装置を管理する方法及び電子装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、該方法は、複数の電源装置及びサーバと通信している電子装置によっ
て実施される。各前記電源装置は、固有のバッテリ識別子を有している。前記サーバは複
数のバッテリ情報を記憶し、各前記バッテリ情報はそれぞれ異なる１つの前記電源装置に
対応して且つ対応する前記電源装置の前記バッテリ識別子を少なくとも有している。該方
法は、第１の前記電源装置から第１の前記電源装置の前記バッテリ識別子を取得するステ
ップと、前記第１の前記電源装置の前記バッテリ識別子に対応する、前記サーバに記憶さ
れている複数の前記バッテリ情報のうちの１つに対する要求を前記サーバに送信するステ
ップと、前記サーバから前記第１の前記電源装置の前記バッテリ識別子に対応する前記バ
ッテリ情報を受信するステップと、前記第１の前記電源装置に記憶されているデータの一
部を削除するための第１の関連付け解除指示を前記第１の前記電源装置に送信するステッ
プと、前記サーバから受信した前記バッテリ情報の一部を、第２の前記電源装置に記憶す
るために、前記第２の前記電源装置に送信するステップと、を含む。
【０００７】
　本発明によると、該電子装置は、サーバと通信して複数の電源装置を管理するように構
成されている。各電源装置は、固有のユーザ識別子を有している。サーバは、複数のバッ
テリ情報を記憶し、各前記バッテリ情報はそれぞれ異なる１つの電源装置に対応して且つ
対応する前記電源装置の前記バッテリ識別子を少なくとも有している。前記電子装置は、
前記サーバ及び前記電源装置と通信するための通信モジュールを備えている。前記通信モ
ジュールは、通信ネットワークを接続して前記サーバと通信するように構成されている。
前記電子装置は、通信モジュールと電気的に接続されている処理モジュールをさらに備え
ている。前記電子装置は、前記通信モジュールによって第１の前記電源装置から前記第１
の前記電源装置の前記バッテリ識別子を取得するように構成されている。前記電子装置は
、前記通信モジュールによって前記第１の前記電源装置の前記バッテリ識別子に対応する
、前記サーバに記憶されている複数の前記バッテリ情報のうちの１つに対する要求を前記
サーバに送信するように構成されている。前記電子装置は、前記通信モジュールによって
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前記サーバから前記第１の前記電源装置の前記バッテリ識別子に対応する前記バッテリ情
報を受信するように構成されている。前記電子装置は、前記通信モジュールによって前記
第１の前記電源装置に記憶されているデータの一部を削除するための関連付け解除指示を
前記第１の前記電源装置に送信するように構成されている。前記電子装置は、第２の前記
電源装置に記憶するために、前記通信モジュールによって、前記サーバから受信した前記
バッテリ情報の一部を前記第２の前記電源装置に送信するようにも構成されている。
【０００８】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照する以下の実施形態の詳細な説明に
おいて明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る電源装置を管理するシステムを例示的に示すブロック図
【図２】一実施形態に係る電源装置を管理する方法の第１の部分を例示的に示すフローチ
ャート
【図３】一実施形態に係る電源装置を管理する方法の第２の部分を例示的に示すフローチ
ャート
【図４】一実施形態に係る電源装置がサーバに記憶されている複数のバッテリ情報に関す
るか否かを判定するプロセスを例示的に示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明をより詳細に説明する前に、適切と考えられる場合において、符号又は符号の末
端部は、同様の特性を有し得る対応の又は類似の要素を示すために各図面間で繰り返し用
いられることに留意されたい。
【００１１】
　図１は一実施形態に係る電源装置を管理するシステム１００を例示的に示すブロック図
である。図１に示されているように、システム１００は、サービスエンド電子装置１（本
開示の一部において、電子装置と略称され得る）と、サーバ２と、電源装置３Ａ及び電源
装置３Ｂを含む複数の電源装置と、を含む。サービスエンド電子装置１は、通信ネットワ
ーク２００を介してサーバ２と通信するように構成されていると共に、例えば、近距離無
線通信（near-field communication、略称：ＮＦＣ）を介して電源装置３Ａ及び電源装置
３Ｂと通信するように構成されている。
【００１２】
　一実施形態によれば、サービスエンド電子装置１は、サービスエンド通信モジュール１
１と、サービスエンド通信モジュール１１と電気的に接続しているサービスエンド処理モ
ジュール１２と、を備えている（本開示の一部において、サービスエンド通信モジュール
１１及びサービスエンド処理モジュール１２は、通信モジュール及び処理モジュールと略
称され得る）。一実施形態では、サービスエンド電子装置１は、電子自動車の販売業者の
モバイル装置である。一実施形態では、サービスエンド電子装置１は、電子自動車の販売
業者に所属又は認可されたバッテリ交換サービスの所在地にあるモバイル装置である。サ
ービスエンド電子装置１は、例えば、近距離無線通信対応のスマートフォン、或いは、近
距離無線通信対応のタブレットコンピュータとして実施されることができるが、本発明は
これに限定されない。
【００１３】
　一実施形態によれば、サーバ２は、データベース２１と、サーバエンド通信モジュール
２２と、データベース２１及びサーバエンド通信モジュール２２と電気的に接続している
サーバエンド処理モジュール２３と、を備えている。サーバ２は、例えば、パーソナルコ
ンピュータまたはクラウドホストとして実施されることができるが、本発明はこれに限定
されない。サーバエンド処理モジュール２３は、プロセッサ、中央処理装置（central pr
ocessing unit、略称：ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（digital signal processor
、略称：ＤＳＰ）、システムオンアチップ（system on a chip、略称：ＳｏＣ）、または
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計算能力を有して本発明に係るサーバエンド処理モジュール２３の機能を実行できる任意
の他の装置として実施されることができる。
【００１４】
　一実施形態によれば、電源装置３Ａ及び電源装置３Ｂを含む各電源装置は、固有のバッ
テリ識別子を有する。サーバ２のデータベース２１は、それぞれ少なくとも１つのキャリ
ア装置に関連付けられた異なる電源装置に対応する複数のバッテリ情報を記憶する（即ち
、上記少なくとも１つのキャリア装置とは、電源装置を使用することが許可されたもので
ある）。キャリア装置は、例えば、電気自動車である。例えば、電源装置３Ａが１つのキ
ャリア装置に関連付けられていると共に、電源装置３Ｂがいずれのキャリア装置にも関連
付けられていない場合に、サーバ２に記憶されている複数のバッテリ情報は、電源装置３
Ｂに対応するバッテリ情報ではなく、電源装置３Ａに対応するバッテリ情報を有する。一
実施形態によれば、各バッテリ情報は、対応する電源装置のバッテリ識別子と、対応する
電源装置に関連付けられている少なくとも１つのキャリア装置の少なくとも１つのキャリ
ア識別子と、を有する。さらなる実施形態によると、各バッテリ情報は、対応する電源装
置のユーザに対応するユーザ識別子をも有する。
【００１５】
　一実施形態によれば、各電源装置３は、バッテリと、記憶媒体（例えば、メモリ装置）
と、記憶媒体と電気的に接続されているマイクロコントローラと、を備えている。例えば
、電源装置３Ａは、バッテリ３１Ａと、記憶媒体３２Ａと、マイクロコントローラ３３Ａ
と、を備え、且つ、電源装置３Ｂは、バッテリ３１Ｂと、記憶媒体３２Ｂと、マイクロコ
ントローラ３３Ｂと、を備えている。記憶媒体及びマイクロコントローラは、バッテリ管
理システム（Battery Management System、略称：ＢＭＳ）として実施されることができ
るが、本発明はこれに限定されない。
【００１６】
　一実施形態によれば、電源装置が少なくとも１つのキャリア装置に関連付けられている
場合に、該電源装置の記憶媒体は、該電源装置のバッテリ識別子と、当該少なくとも１つ
のキャリア装置の少なくとも１つのキャリア識別子と、を記憶する。一方、電源装置がい
ずれのキャリア装置にも関連付けられていない場合に、その記憶媒体は該電源装置のバッ
テリ識別子を記憶するが、キャリア識別子は記憶しない。さらなる実施形態によれば、電
源装置が少なくとも１つのキャリア装置に関連付けられている場合に、その記憶媒体は対
応のユーザ識別子をも記憶するが、電源装置がいずれのキャリア装置にも関連付けられて
いない場合にはユーザ識別子は記憶媒体に記憶されない。一実施形態では、少なくとも１
つのキャリア装置に関連付けられた電源装置の記憶媒体に記憶されているデータは、電源
装置に対応するサーバ２に記憶されたバッテリ情報と同じである。
　電源装置を管理する方法は、図１に示されているシステム１００によって実施すること
ができる。一実施形態によれば、ステップ５１～５７を含む方法の第１の部分とステップ
６１～６５を含む方法の第２の部分とが、それぞれ図２と図３に示されている。
【００１７】
　ここで、図２を参照する。以下の説明では、このプロセスの開始時に、電源装置３Ａは
少なくとも１つのキャリア装置に関連付けられているものであって、且つ、いずれのキャ
リア装置にも関連付けられていないとされる電源装置３Ｂによって交換されるものである
と仮定される。以下により詳細に説明されるように、図２に示されている方法の一部は、
ここでは電源装置３Ａから交換される電源装置から記憶された情報を削除することに重点
を置く。
【００１８】
　ステップ５１において、サービスエンド処理モジュール１２は、例えば、近距離無線通
信を介して、サービスエンド通信モジュール１１により受信された情報から電源装置３Ａ
の第１のバッテリ識別子を取得する。他の実施形態では、第１のバッテリ識別子は、電源
装置３Ａにあるクイックレスポンスコード（即ち、ＱＲコード（登録商標））をスキャン
することによって取得されても良い。
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【００１９】
　ステップ５２において、サービスエンド処理モジュール１２は、第１のバッテリ識別子
に対応するバッテリ情報のための要求を生成し、そして、サービスエンド通信モジュール
１１は、通信ネットワーク２００を介して該要求をサーバ２に送信する。
【００２０】
　ステップ５３において、サーバエンド処理モジュール２３は、サーバエンド通信モジュ
ール２２によって、通信ネットワーク２００を介して該要求を受信する。そして、サーバ
エンド処理モジュール２３は、第１のバッテリ識別子に対応する（即ち、電源装置３Ａに
対応する）、データベース２１に記憶されているバッテリ情報を取得し、サーバエンド通
信モジュール２２によって、通信ネットワーク２００を介してバッテリ情報を電子装置１
に送信する。
【００２１】
　ステップ５４において、サービスエンド処理モジュール１２は、サービスエンド通信モ
ジュール１１によって、通信ネットワーク２００を介して送信されたバッテリ情報を受信
して、第１のバッテリ識別子を有する関連付け解除指示を生成する。そして、サービスエ
ンド通信モジュール１１は、通信ネットワーク２００を介して生成された関連付け解除指
示をサーバ２に送信する。
【００２２】
　ステップ５５において、サーバエンド処理モジュール２３は、サーバエンド通信モジュ
ール２２によって、通信ネットワーク２００を介して送信された関連付け解除指示を受信
して、データベース２１から受信された関連付け解除指示に含まれるバッテリ識別子（即
ち、第１のバッテリ識別子）に対応するバッテリ情報を削除する。
【００２３】
　ステップ５６において、サービスエンド処理モジュール１２は、第１のバッテリ識別子
に関する他の関連付け解除指示を生成して、サービスエンド通信モジュール１１は、例え
ば、近距離無線通信を介して電源装置３Ａに他の関連付け解除指示を送信する。
【００２４】
　ステップ５７において、電源装置３Ａのマイクロコントローラ３３Ａは、例えば、近距
離無線通信を介して他の関連付け解除指示を受信して、受信した他の関連付け解除指示に
従って、その記憶媒体３２Ａに記憶されているデータの一部を削除する。一実施形態によ
れば、削除されたデータは、記憶媒体３２Ａ（元々電源装置３Ａを使用することが許可さ
れていた少なくとも１つのキャリア識別子に対応する少なくとも１つのキャリア装置）に
本来記憶されていた少なくとも１つのキャリア識別子を有し、バッテリ識別子は有してい
ない。さらなる実施形態によれば、削除されたデータはユーザ識別子をも有している。
【００２５】
　当業者であれば、ステップ５４～５７を図２に示されている順序どおりに実行する必要
がないことを理解されよう。具体的には、一連のステップ５４及び５５は、一連のステッ
プ５５及び５７より前に、又は、同時に、又は、後に開始及び／又は終了することができ
る。
【００２６】
　ここで、図３を参照する。以下により詳細に説明するように、図３に示されている方法
の一部は、ここでは電源装置３Ｂである交換用電源装置に情報を書き込むことに重点を置
く。
【００２７】
　ステップ６１において、サービスエンド処理モジュール１２は、電源装置３Ｂが、サー
バ２に記憶されているいずれかのバッテリ情報に対応するか否かを判定する。そうであれ
ば、プロセスはステップ６６に進む。そうでなければ、プロセスはステップ６２に進む。
ステップ６１のプロセスは、ステップ６１のサブステップ６１１～６１５を例示的に示す
図４に詳細に示されている。
【００２８】
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　図４に参照すると、サブステップ６１１において、サービスエンド処理モジュール１２
は、例えば、近距離通信を介して、電源装置３Ｂからサービスエンド通信モジュール１１
によって受信された情報から電源装置３Ｂの第２のバッテリ識別子を取得する。他の実施
形態によれば、第２のバッテリ識別子は、電源装置３ＢにあるＱＲコード（登録商標）を
スキャンすることによって取得することもできる。
【００２９】
　サブステップ６１２において、サービスエンド処理モジュール１２は、第２のバッテリ
識別子を有する問合せ要求を生成し、そして、サービスエンド通信モジュール１１は、通
信ネットワーク２００を介して問合せ要求をサーバ２に送信する。
【００３０】
　サブステップ６１３において、サーバエンド処理モジュール２３は、サーバエンド通信
モジュール２２によって、通信ネットワーク２００を介して送信された問合せ要求を受信
する。そして、サーバエンド処理モジュール２３は、データベース２１に記憶されている
いずれかのバッテリ情報が、受信した問合せ要求に含まれるバッテリ識別子（即ち、第２
のバッテリ識別子）に対応するか否かを判定する。
【００３１】
　サブステップ６１４において、サーバエンド処理モジュール２３は、サブステップ６１
３における判定に基づいて問合わせ応答を生成し、そして、サーバエンド通信モジュール
２２は、通信ネットワーク２００を介して電子装置１に問合わせ応答を送信する。一実施
形態によれば、サブステップ６１３において、第２のバッテリ識別子がデータベース２１
に記憶されているバッテリ情報のうちの１つに対応すると判定される場合、電子装置１に
送信される問合わせ応答は、判定結果のみならず、電源装置３Ｂに情報を書き込むことを
禁止することをも指す。一実施形態によれば、サブステップ６１３において、第２のバッ
テリ識別子がデータベース２１に記憶されているバッテリ情報に対応しないと判定される
場合、電子装置１に送信される問合わせ応答は、判定結果のみならず、電源装置３Ｂに情
報を書き込むことを許可することをも指す。
【００３２】
　サブステップ６１５において、サービスエンド処理モジュール１２は、サービスエンド
通信モジュール１１によって、通信ネットワーク２００を介して送信された問合わせ応答
を受信し、そして、受信された問合わせ応答に基づいて、電源装置３Ｂがサーバ２に記憶
されているいずれかのバッテリ情報に対応するか否かを判定することを実行する。
【００３３】
　図３に戻ると、ステップ６２において、サービスエンド処理モジュール１２は、サービ
スエンド通信モジュール１１によって、図２のステップ５４において受信されたバッテリ
情報の一部と第２のバッテリ識別子とを例えば近距離無線通信を介して電源装置３Ｂに送
信する。一実施形態によれば、バッテリ情報の一部は、少なくとも１つのキャリア識別子
の情報を有し、いずれのバッテリ識別子も有しない。さらなる実施形態によれば、バッテ
リ情報の一部は、ユーザ識別子の情報をも有する。一実施形態では、バッテリ情報の一部
はステップ５７の削除済みデータに対応する。
【００３４】
　この場合は、少なくとも１つの削除済みデータのキャリア識別子に対応する少なくとも
１つのキャリア装置は、もともと電源装置３Ａを使用することを許可されていたが、許可
されなくなったものであり、現在、新たに電源装置３Ｂを使用することが許可されている
。
【００３５】
　ステップ６３において、電源装置３Ｂが、例えば、近距離無線通信を介してバッテリ情
報の一部と第２のバッテリ識別子とを受信した後に、電源装置３Ｂのマイクロコントロー
ラ３３Ｂは、バッテリ情報の一部を記憶媒体３２Ｂに記憶する。
【００３６】
　ステップ６４において、サービスエンド処理モジュール１２は、サービスエンド通信モ
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ジュール１１によって、通信ネットワーク２００を介して同じバッテリ情報の一部と第２
のバッテリ識別子とをサーバ２に送信する。
【００３７】
　ステップ６５において、サーバエンド処理モジュール２３は、サーバエンド通信モジュ
ール２２によって、通信ネットワーク２００を介して送信されたバッテリ情報の一部と第
２のバッテリ識別子とを受信し、そして、受信されたバッテリ情報の一部と受信された第
２のバッテリ識別子との情報を有する電源装置３Ｂに対応するバッテリ情報を記憶する。
【００３８】
　一実施形態によれば、バッテリ情報の一部と第２のバッテリ識別子とは、まず電源装置
３Ｂに対応するバッテリ情報に結合され、そしてステップ６２において電源装置３Ｂに送
信される。この場合は、ステップ６３において、マイクロコントローラ３３Ｂは、受信さ
れたバッテリ情報を記憶媒体３２Ｂに直接記憶することがある。同様に、ステップ６４に
おいて、バッテリ情報の一部と第２のバッテリ識別子とを、電源装置３Ｂに対応するバッ
テリ情報としてサーバ２に送信し、そして、サーバエンド処理モジュール２３は、受信さ
れたバッテリ情報をデータベース２１に直接記憶することがある。
【００３９】
　当業者であれば、ステップ６２～６５を図３に示されている順序どおりに実行する必要
がないことを理解されよう。具体的には、一連のステップ６２及び６３は、一連のステッ
プ６４及び６５より前に、又は、同時に、又は、後に開始及び／又は終了することができ
る。
【００４０】
　ステップ６６において、サービスエンド処理モジュール１２は、サービスエンド電子装
置１のスクリーン上においてエラーメッセージを表示する。一実施形態によれば、エラー
メッセージは、電源装置３Ｂに情報を書き込むことが禁止されていることを指す。
【００４１】
　一実施形態では、該方法は、ステップ６６の後にいくつかの任意選択のステップをさら
に含み得る。一実施形態によれば、該方法は、ステップ６６の後に３つの任意選択のステ
ップをさらに含む。３つの任意選択のステップのうちの第１のステップにおいて、サービ
スエンド処理モジュール１２は、第２のバッテリ識別子と図２のステップ５４において受
信されたバッテリ情報の一部とを有する強制書込み指示を生成することができ、そして、
サービスエンド通信モジュール１１は、例えば、近距離無線通信を介して強制書込み指示
を電源装置３Ｂに送信する。３つの任意選択のステップのうちの第２のステップにおいて
、電源装置３Ｂのマイクロコントローラ３３Ｂは、強制書込み指示を受信したことに応じ
て、バッテリ情報の一部を記憶媒体３２Ｂに記憶する。３つの任意選択のステップのうち
の第３のステップにおいて、生成された強制書込み指示によってサーバ２のデータベース
２１が更新され、電源装置３Ｂに対応するバッテリ情報を記憶する。
【００４２】
　総括すると、上述したような電源装置を管理する方法において、電源装置３Ａを他の電
源装置３Ｂに交換する必要がある場合に、サービスエンド電子装置１（例えば、販売業者
のモバイル装置）は、まず、電源装置３Ａから取得した電源装置３Ａのバッテリ識別子を
使用することによって（例えば、近距離無線通信、或いは、ＱＲコード（登録商標）のス
キャンによって）サーバ２から電源装置３Ａに対応するバッテリ情報を受信する。そして
、サービスエンド電子装置１は、その記憶装置からデータの一部を削除するように電源装
置３Ａに指示し、受信されたバッテリ情報の一部（例えば、電源装置３Ｂを使用すること
、又は、使用しようとするキャリア識別子を有する）を電源装置３Ｂに送信して記憶させ
、そして、電源装置３Ａに対応するバッテリ情報を削除し、交換用電源装置３Ｂに対応す
る電池情報（例えば、もともと電源装置３Ａに対応していたバッテリ情報の一部（例えば
、キャリア識別子）と電源装置３Ｂのバッテリ識別子とによって構成される）を記憶する
ようにサーバ２を指示する。バッテリ交換の手順においてこのような方法を適用すること
は、手順をより速く且つより容易にする。さらに、そのような方法を用いて操作するバッ
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テリ交換設備は、時間と費用との両方においてコストがより少なくなる。
　上記の説明では、説明の目的のために、実施形態の完全な理解を提供するために多数の
特定の詳細が述べられた。しかしながら、しかしながら、当業者であれば、一またはそれ
以上の他の実施形態が具体的な詳細を示さなくとも実施され得ることが明らかである。ま
た、本明細書における「一つの実施形態」「一実施形態」を示す説明において、序数など
の表示を伴う説明は全て、特定の態様、構造、特徴を有する本発明の具体的な実施に含ま
れ得るものであることと理解されたい。更に、本説明において、時には複数の変化例が一
つの実施形態、図面、またはこれらの説明に組み込まれているが、これは本説明を合理化
させるためのもので、本発明の多面性が理解されることを目的としたものであり、また、
一実施形態における一またはそれ以上の特徴あるいは特定の具体例は、適切な場合には、
本開示の実施において、他の実施形態における一またはそれ以上の特徴あるいは特定の具
体例と共に実施され得る。
【００４３】
　以上、本発明の好ましい実施形態および変化例を説明したが、本発明はこれらに限定さ
れるものではなく、最も広い解釈の精神および範囲内に含まれる様々な構成として、全て
の修飾および均等な構成を包含するものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】



(13) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

フロントページの続き

(72)発明者  莊　博宇
            台湾台北市南港區三重路１９－１３號１５樓
(72)発明者  林　振羣
            台湾台北市南港區三重路１９－１３號１５樓
(72)発明者  陳　育瑞
            台湾台北市南港區三重路１９－１３號１５樓
(72)発明者  劉　得權
            台湾台北市南港區三重路１９－１３號１５樓
Ｆターム(参考) 5G503 BB01  FA06  GD02  GD03  GD04 



(14) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40

【外国語明細書】



(15) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(16) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(17) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(18) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(19) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(20) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(21) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(22) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(23) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(24) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(25) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(26) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(27) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(28) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(29) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(30) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(31) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(32) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(33) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(34) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(35) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(36) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(37) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(38) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(39) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(40) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(41) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(42) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40



(43) JP 2019-198213 A 2019.11.14

10

20

30

40

50



(44) JP 2019-198213 A 2019.11.14


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

